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改 訂 履 歴 

版数 改訂年月日 該当箇所 内容 

１.０ 令和 5年 11月 10日 初版 初版作成 

１．１ 令和 5年 11月 20日 P.1 技術解説書本紙修正（1.1版）に伴う修正 

１．２ 令和 6年 2月 7日 表３ ログ管理の記載について、技術解説書本紙修正

（1.2版）に伴う修正 

１．３ 令和 6年 9月 13日 － 一部機能の仕様変更によりシステムの追加開発

が必要となったため、提供開始時期を令和 6 年

12 月に変更。追加開発にあたり仕様・設計の見

直しを行うため、提供開始時点では、マイナ保険

証による本人確認での閲覧機能からリリースを

行う。これらに関する注記を追加。 

全体 文言の統一 

 マイナンバーカード⇒マイナ保険証 

 資格確認書等情報⇒被保険者番号等情報 

 検索/患者特定⇒本人確認 

１．４ 令和 7年 7月 31日 － 救急時医療情報閲覧に係る医療扶助のオンライ

ン資格確認について、一部、通常のオンライン資

格確認と異なる仕様へ改修する方針となり、令

和 7年 12月にシステムリリース予定。これらに

関する注記を追加。 

表２ 上記改修に伴い、注記を追加。 

※ 版数は新規制定を第１.０版とし、改訂が発生した際は第１.１版と版数を

上げる。  
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○ 救急時医療情報閲覧機能について、令和 6年 10月から提供開始予定

である旨のお知らせをしておりました。医療機関（病院）システム事

業者の皆様には、開発等を進めていただいていたところ大変恐縮です

が、一部機能の仕様変更により、システムの追加開発が必要となった

ため、提供開始時期を令和 6年 12月に変更させていただくこととな

りました。 

○ なお、追加開発にあたって仕様・設計の見直しを行っており、令和 6

年 12月の提供開始時点では、マイナ保険証による本人確認での閲覧

機能からリリースいたします。4情報、被保険者番号等による本人確

認での救急時医療情報閲覧機能につきましては、リリース時期およ

び、設計変更に伴う技術仕様の変更を改めてご連絡いたします。 

※ 4情報、被保険者番号等情報による本人確認での救急時医療情報

閲覧機能は段階的にリリースする予定です。システムへ実装いた

だきたい内容に変更はないため、本書の構成は変更しておりませ

ん。 

※ 本書で案内している令和 6年 12月の提供開始時点では開放しない

機能については、     等の注意書きを記載しておりますの

で、ご確認ください。 

※ 医療扶助のオンライン資格確認において、未委託の医療機関で被

保護者の資格確認が行われた場合、通常は被保護者の公費負担者

番号及び受給者番号（以下、「受給者番号等」という。）は返却さ

れませんが、未委託の医療機関でも救急時医療情報閲覧を利用可

能とするため、救急時医療情報閲覧機能及び医療扶助のオンライ

ン資格確認の利用をともに開始している医療機関（以下、「救急時

医療情報閲覧及び医療扶助のオンライン資格確認導入済医療機

関」という。）においては、未委託であっても受給者番号等が返却

されるよう改修を行います。当該改修は、4情報、被保険者番号

等による本人確認での救急時医療情報閲覧機能に先んじて、令和

7年 12月にリリースする予定です。なお、医療機関等ベンダ向け

接続テストおよび、医療機関等運用テストに係るスケジュールや

資材公開時期等は、別途、医療機関等 ONSにてお知らせいたしま

す。 



4 

通常の医療情報閲覧の流れは、マイナ保険証による本人同意取得後、電子カルテシ

ステムまたは医療情報閲覧端末（資格確認端末）から医療情報を照会します。一方で、

救急時医療情報閲覧の流れは、レセプトコンピュータ等に登録された患者情報（マイ

ナ保険証読取による資格情報・被保険者番号等情報・4 情報のいずれか）をもとに、

「患者の生命、身体の保護のために必要がある」と判断した場合、極力本人同意の取

得に努めた上で、本人同意を得られた場合だけではなく、本人同意を得ることが困難

な場合（医療情報提供を拒否した場合も含む）にも電子カルテシステムから救急時医

療情報を照会します。 

通常の医療情報閲覧と救急時医療情報閲覧の主な差分について、1.位置づけ 2.機

能 3. アクセス制限・管理等 ごとに以下に示します。 

 

 

 

表１ オンライン資格確認における通常の医療情報閲覧と 

救急時医療情報閲覧の差分表（位置づけ） 

 

大分類 小分類 業態ごとの比較 本紙 

位置 通常の医療情報閲覧 救急時医療情報閲覧 

利用シーン マイナ保険証による本人同意が取

得できる状況 

※マイナ保険証持参を前提とする 

意識障害等で患者意思を確認でき

ない状況をはじめとした、「患者

の生命、身体の保護のために必要

がある」と判断した場合 

※マイナ保険証持参無しの場合で

も、被保険者番号等情報・4情報

よる本人確認で情報閲覧可能 

1.1 

閲覧の

本人同

意 

同意取

得要否 

マイナ保険証による本人同意取得

が必要 

マイナ保険証による本人同意取得

不要 

1.1 (表

1. 2-2) 

同意登

録 

顔認証付きカードリーダーにて同

意情報を患者が登録、もしくは、

書面にて同意情報を取得 

極力本人同意の取得に努めた上

で、本人同意を得られた場合だけ

ではなく、本人同意を得ることが

困難な場合（医療情報提供を拒否

した場合も含む）も情報閲覧可能

（口頭同意可） 

※「同意あり」「同意取得困難」

で記録する。 

※オンライン資格確認等システム

への救急時医療情報照会時に、救

急時同意情報を付与して照会する

ことで、オンライン資格確認等シ

ステムへ救急時同意情報を記録す

る。また、救急時同意の状況は電

子カルテシステムに記録いただ

く。 

 

 

 



5 

表２ オンライン資格確認における通常の医療情報閲覧と 

救急時医療情報閲覧の差分表（機能） 

 

大分類 小分類 業態ごとの比較 本紙 

位置 通常の医療情報閲覧 救急時医療情報閲覧 

マイナ

保険証 

 

 医療機関等窓口にて、顔認証付き

カードリーダーによる顔認証また

は暗証番号入力を行った後に、マ

イナ保険証の IC チップ内の利用

者証明用電子証明書の確認を行

い、同意の登録、資格情報の取得

を実施する。 

また、資格情報の取得の際には別

途情報の要求は行わず、自動で取

得可能となる。 

 2.1.1(表

2.1. 1-

1) 

2.2.1(図

2.2. 1-

2) 

 資格 

確認 

1. 「通常の医療情報閲覧」と同様

の仕組みでマイナ保険証を読み

取り、資格情報を取得する。な

お、未委託の医療機関で被保護

者の資格確認が行われた場合、

通常は受給者番号等は返却され

ないが、救急時医療情報閲覧及

び医療扶助のオンライン資格確

認導入済医療機関には受給者番

号等が返却される。 

2. 資格確認結果が無効であった場

合、直近有効であった個人単位

被保険者番号等 (取得情報)を

レセプトコンピュータ等へ登録

する。なお、直近有効であった

資格が医療扶助の資格である場

合、通常は受給者番号等は連携

されないが、救急時医療情報閲

覧及び医療扶助のオンライン資

格確認導入済医療機関には、未

委託であっても受給者番号等を

登録する。 

 

※救急時医療情報閲覧機能は、生

命、身体の保護が必要な状況にお

ける医療情報閲覧を目的とした機

能であるため、資格確認を救急時

医療情報閲覧の中の業務としては

定義しない。ただし、救急時医療

情報照会要求時のキー情報として

必要なため、資格情報を取得(資

格確認の仕組みを流用)する。 

被保険者番号等

情報 

被保険者番号等の被保険者証記

号・番号等を利用してレセプトコ

ンピュータ等から照会する。 

通常の医療情報閲覧と同様の仕組

みをベースとして、資格確認結果

が無効であった場合、直近有効で

あった個人単位被保険者番号等

(取得情報)をレセプトコンピュー

タ等へ登録する。もしくは、資格

確認書等の被保険者証記号・番号

2.2.1(図

2.2. 1-

2) 
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表３ オンライン資格確認における通常の医療情報閲覧と 

救急時医療情報閲覧の差分表（アクセス制限・管理等） 

 

大分類 小分類 業態ごとの比較 本紙 

位置 通常の医療情報閲覧 救急時医療情報閲覧 

機能利用対象の

医療機関等 

全国の医療機関(病院・診療所)・

薬局 

全国の病院（一次～三次救急告示

病院＋病院） 

※使用頻度・情報ニーズおよびセ

キュリティリスクを鑑みて、意識

障害患者の主要受入れ先である二

次・三次救急機関が主要な利用機

関であるが、患者の急変等を鑑み

て対象機関を病院までとする。 

1.1 

大分類 小分類 業態ごとの比較 本紙 

位置 通常の医療情報閲覧 救急時医療情報閲覧 

等をレセプトコンピュータ等へ登

録する。 

医療情

報閲覧 

同意 

登録 

医療機関等窓口にて、顔認証付き

カードリーダーによる顔認証また

は暗証番号入力を行った後に、マ

イナ保険証の IC チップ内の利用

者証明用電子証明書の確認を行

い、閲覧同意を取得する。（上記

資格確認再掲） 

医師が「患者の生命、身体の保護

のために必要がある」と判断した

場合に、極力本人同意の取得に努

めた上で、本人同意を得られた場

合だけではなく、本人同意を得る

ことが困難な場合（医療情報提供

を拒否した場合も含む）にも照会

可能 

※マイナ保険証による本人同意取

得不要（口頭同意可） 

 

2.2.5(表

2.2.5-2, 
図 2.2. 

5-3～5-

5) 

2.1.1(表

2.1. 1-

2) 

 

個別 

照会 

患者の同意期限(※1)内におい

て、電子カルテシステム/調剤シ

ステム等から診療/薬剤情報・特

定健診等情報を照会する。 

※1 同意期限は同意取得した時点

から 24時間有効 

救急時閲覧権限を持つ二要素認証

実施済みのユーザが電子カルテシ

ステムから救急時医療情報を照会

(※)する。 

※被保険者番号等情報もしくは 4

情報による本人確認の場合は、検

索結果が複数件ヒットする場合が

ある。0件または 6件以上の場合

は結果を表示しない（電子カルテ

端末側で再検索を要求するメッセ

ージ等を表示する）。2件～5件

の場合は、患者リストから閲覧患

者を選択する。 

2.2.5(表

2.2.5-2, 
図 2.2. 

5-3～5-

5) 

 



7 

大分類 小分類 業態ごとの比較 本紙 

位置 通常の医療情報閲覧 救急時医療情報閲覧 

閲覧端末 電子カルテシステム端末、医療情

報閲覧端末（資格確認端末） 

電子カルテシステム端末 

※医療情報閲覧端末（資格確認端

末）からの閲覧機能は提供無し 

1.1 

アカウ

ント管

理 

権限 電子カルテシステムのアクセス制

限（ID・PW認証）を活用 

電子カルテシステムのアカウント

に、施設管理者が救急時閲覧権限

を付与したアカウントのみ情報閲

覧が可能 

2.2.5(図

2.2. 5-

1) 

4.1.4(表

4.1.4-1 

(1)) 認証 電子カルテシステムのアクセス制

限（ID・PW認証）を活用 

電子カルテシステムのアクセス制

限（「ID・PW認証・生体認証・電

子証明書」等の二要素認証）を活

用 

※救急時医療情報閲覧は、二要素

認証実施を前提とする。 

ログ管

理 

閲覧ロ

グ 

電子カルテシステムのログ管理の

仕組みを活用 

通常の医療情報閲覧の仕組みをベ

ースとして、救急時医療情報・資

格情報をオンライン資格確認等シ

ステムへ照会要求・閲覧した操作

について、操作者 (電子カルテシ

ステムユーザ ID等)・操作日時・

操作端末・対象患者情報(電子カ

ルテシステム患者 ID・個人単位被

保険者番号等)・救急時同意情

報・本人確認方式（マイナ保険

証・被保険者番号等情報・4情

報）・救急時医療情報の種別（救

急用サマリー等）をログに記録 

※被保険者番号等情報・4情報に

よる検索の操作過程(検索結果が 2

～5件の場合の資格情報の表示等)

についても上記項目をログに記録

する。 

 

4.1.4(表

4.1.4-1 

(3)) 

 


